
  

  ☆　子供と女性の犯罪被害防止　☆ 
　　～子供の安全を守ろう～ 
　   ○  子供に対する「声掛け」や「つきまとい」といった脅威
     事案は、下校時間帯（特に１４時～１７時）に多く発生し  
     ています。 
　 　 ○  散歩しながら、花の水やりをしながら、営業や配達を
　 　  しながらといった「ながら見守り活動」を行うことで、大
　 　  人の目を増やし、子供たちの安全を守りましょう。 
　 　  
　 ～女性の安全対策～ 
　  　 ○　 一人歩きをする時は、時々後ろを振り返るなど危険がない 
     か確認しましょう。 
　  　 ○　 できる限り、明るく、人通りの多い道を選びましょう。 
　  　 ○　 スマホを操作しながら、イヤホンで音楽を聴きながらなど  

． ． ． ． ． ．

     の  「ながら歩き」は、周囲の変化や危険に気付きにくいので  
    やめましょう。 

　　　　　　　　　　～薄暮・夜間における交通事故防止～ 

　11月は暗くなるのが早くなり、視界が悪く、交通事故が起きやすくなります。 

　 10月には、交通死亡事故が多発し、警報が発令されました。 

【運転者が実践すること】 
 １  前照灯の早め点灯 

　 　 前照灯は、早めに点灯しましょう。 

　   前照灯を点けることで歩行者や自転車に車の接近を知らせる効果 

 があります。 

   ○ライト４（フォー）運動 

　 　  １０月から翌年２月までの間は、 

　 　 　 　 　 「１６時だよ！全員点灯」 
 　 をキャッチフレーズに、午後４時に前照灯を点灯する取組みを展開中です。 

　 　 　 　 　 午後４時になったら前照灯を点灯し、交通事故を防ぎましょう。 

  
 ２ 夜間走行時の原則ハイビーム～　 命を照らせ　 ～ 

   夜間は「原則ハイビーム」で走行し、歩行者や自転車を早めに発見しましょう。 

　  ○照射距離 

　 　 　 　 　 　 　 ・ロービーム（すれ違い用前照灯）　 約 ４ ０ ｍ 

　 　 　 　 　 　 　 ・ハイビーム（ 走 行 用 前 照 灯 ）　 　 約１００ｍ 
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